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第１章 北海道基本計画について  

 

１ 計画策定の趣旨  

我が国の食料・農林漁業は、気候変動による大規模自然災害の発生や、農林漁 

業者の減少・高齢化、生物多様性の低下など、多くの課題に直面するとともに、

近年、世界的にＳＤＧｓの達成やカーボンニュートラルの実現に向けた取組が求

められています。こうした課題に我が国の食料・農林漁業が的確に対応していく

ため、国は令和３年（2021 年）５月に食料・農林漁業の生産力向上と持続性の両

立をイノベーションで実現する「みどりの食料システム戦略」を策定しました。 

  さらに、令和４年（2022 年）７月には、農林漁業及び食品産業の持続的な発展  

並びに国民に対する食料の安定供給の確保に資するとともに、環境への負荷の少 

ない健全な経済の発展を図るため、「環境と調和のとれた食料システムの確立の 

ための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」（令和４年法律第 37 号）（以

下「みどりの食料システム法」という。）が施行されました。「みどりの食料シ

ステム法」では、農林漁業者が化学肥料・化学農薬の使用量の低減や温室効果ガ

スの排出量の削減など農林漁業に由来する環境への負荷の低減を図るために行う

事業活動（以下「環境負荷低減事業活動」という。）を促進していくため、農林

漁業者がみどりの食料システム法に基づき作成する計画を都道府県が認定し、そ

の活動を税制面や金融面で支援する認定制度が創設されたところです。 

  本計画は、「みどりの食料システム法」に基づく農林漁業者の環境負荷低減事 

業活動などを促進することにより、本道の農林漁業が持続的に発展し、我が国最

大の食料供給地域として食料自給率の向上に寄与し、国民の食を支える役割を果

たしていけるよう、北海道と道内 179 市町村の共同により策定するものです。 

 

２ 計画の位置付け  

 

（１）この計画は、「みどりの食料システム法」第 16 条の規定に基づき、都道府県 

 及び市町村が共同で作成する「環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な 

 計画」です。 

 

（２）この計画は、北海道農業・農村振興条例（平成９年（1997 年）４月制定）に 

 基づく「第６期北海道農業・農村振興推進計画」（令和３年（2021 年）３月） 

 及び「北海道食の安全・安心条例」（平成 17 年（2005 年）３月 31 日制定）に 

基づく「第４次北海道食の安全・安心基本計画」（平成 31 年（2019 年）３月）

に沿った施策別計画として位置付けることとし、北海道及び各市町村の地球温

暖化対策や生物多様性、農林水産業に関連する計画と相互に連携し、計画の推

進を図ります。 
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＜関連する主な計画等＞  
 
 ○北海道地球温暖化対策推進計画（第３次）[改定版] 
                  （令和３(2021)～令和 12 年度(2030 年度）） 
 
 ○第６期北海道農業・農村振興推進計画（令和３(2021)～令和７年度(2025 年度）） 
 
 ○第４次北海道食の安全・安心基本計画（平成 31(2019)～令和５年度(2023 年度)) 
 
 ○北海道森林づくり基本計画（令和４(2022)～令和 13 年度(2031 年度）） 
 
 ○第４期北海道水産業・漁村振興推進計画（平成 30(2018)～令和４年度(2022 年度）） 
 
 ○北海道生物多様性保全計画（平成 27 年（2015 年）９月一部変更） 
 
 ○北海道クリーン農業推進計画（第７期）（令和２(2020)～令和６年度(2024 年度）） 
 
 ○北海道有機農業推進計画（第４期）（令和４(2022)～令和８年度(2026 年度）） 
 
 ○北海道スマート農業推進方針（令和３年(2021 年)10 月改定） 
 
 ○北海道農業農村整備推進方針（令和４年(2022 年)３月改定） 
 
 ○持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針（平成 28 年(2016 年)６月改正） 
 

 

 

 

３ 計画期間  

  令和４年度（2022 年度）から８年度（2026 年度）までの、おおむね５年間とし 

ます。 
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第２章 農林漁業における環境負荷低減に関する基本的な方針  

 

１ 農林漁業における環境負荷低減の意義  

近年、世界各地で地球温暖化が一因と考えられる大型で強い台風や集中豪雨、 

干ばつなど異常気象による災害が発生し、本道においても激しい雨が降る頻度が 

高まるなど、今後、農林水産物の生産や流通をはじめ、様々な分野に影響が広が 

る懸念があります。 

  農林漁業は、土地や水、生物資源などの自然資本に立脚しており、環境の変化 

による影響を受けやすく、また、その事業活動を通じて環境に直接作用する産業 

であり、例えば、不適切な施肥は、河川や地下水などの水質汚染・富栄養化を招 

くおそれがあるほか、温室効果ガスである一酸化二窒素の発生など様々な面で環 

境への負荷をかけるリスクがあります。 

  農林漁業における化学肥料・化学農薬使用量の削減や温室効果ガス排出量の削 

減などの環境負荷低減の取組は、農林漁業の持続的な発展と食料の安定供給に資 

するとともに、燃油や化学肥料などの原料を海外からの輸入に依存する我が国に 

おいて、食料安全保障の確立にも寄与するものです。 

 

■農業の自然循環機能 

 



 - 4 -

２ 「みどりの食料システム戦略」と「みどりの食料システム法」  

  国が令和３年（2021 年）５月に策定 

 した「みどりの食料システム戦略」で 

 は、中長期的な視点に立って、生産か 

 ら消費の各段階における環境負荷低減 

 のイノベーションを推進することとし 

 ています。 

  2050 年までにめざす姿として、農林 

 水産業のＣＯ₂ ゼロエミッション化や 

 化学農薬の使用量（リスク換算）の 50 

 ％低減、化学肥料の使用量 30％低減、 

 有機農業の取組割合を25％（100万ha） 

 に拡大といった目標を掲げ、これを実現するため、2040 年までに革新的な技術・ 

 生産体系を順次開発し、2050 年までにその社会実装を目指すものです。 

  令和４年（2022 年）７月に施行された「みどりの食料システム法」では、環境 

負荷低減事業活動等の認定制度の創設等の措置が講じられるとともに、既に実用 

化されている有用な技術の導入を促進することにより、みどりの食料システム戦 

略の 2030 年目標として設定された化学農薬の使用量（リスク換算）の 10％低減、 

化学肥料使用量の 20％低減、有機農業の取組面積を 6.3 万 ha に拡大、燃料燃焼

による二酸化炭素排出量の 10.6％低減などの達成を目指すこととしています。 

  また、「みどりの食料システム法」に基づき、国は環境負荷低減事業活動の促 

進の意義や目標等に関する「基本方針」を定め、これに基づき、都道府県と市町

村が共同で、環境負荷低減事業活動の促進に関する「基本計画」を作成します。 

  環境負荷低減に取り組む農林漁業者は、「環境負荷低減事業活動実施計画」を 

作成し道の認定を受けることで、環境負荷の低減に必要な機械・施設等を導入す

る場合に、農業改良資金、林業・木材産業改善資金及び沿岸漁業改善資金の償還

期限の延長や、導入当初の所得税・法人税の負担が軽減する特別償却の適用（※）

等の支援措置が受けられます。（※化学肥料・化学農薬の使用低減に取り組む場合に限る。） 

 

      ■計画認定制度の枠組み  
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３ 農林漁業分野における温室効果ガスの排出状況と「ゼロカーボン 

北海道」のめざす姿  

  地球温暖化の原因となる温室効果ガスの農林漁業分野における排出量は、国内 

（令和元年度（2019 年度））では 4,747 万トンで総排出量 12 億 1,200 万トンの

４％となっています。 

  一方、道内（平成 30 年度（2018 年度））では 701 万トンで総排出量 6,993 万

トンの 10％となっており、一次産業を基幹産業とする本道では、家畜の飼養頭数

が多いことなどから、農林漁業分野の排出割合が国内と比べて 2.5 倍となってい

ます。 

  次に、道内の排出量の内訳を見ると、牛の消化管内発酵（げっぷ）や家畜排せ

つ物、水田における稲わらのすき込みなどにより発生するメタン（CH₄ ）が 56％ 

を占めており、この他、農林漁業機械などの燃料燃焼による二酸化炭素（CO₂ ）

が 29％、農地に投入された肥料や家畜排せつ物から発生する一酸化二窒素（N₂ O）

が 15％となっています。 

■国内と道内の農林漁業分野の温室効果ガス（ＧＨＧ）の排出量と吸収量 
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道内には、太陽光や風力、バイオマスなど再生可能エネルギーの活用について、 

全国随一の可能性があり、二酸化炭素を吸収する役割を担う豊かな森林や広大な 

農地にも恵まれていることから、道では、2050 年までに温室効果ガスの排出量を 

実質ゼロとし、環境と経済・社会が調和しながら成長を続ける「ゼロカーボン北

海道」の実現を目指しており、農林漁業においても温室効果ガスの排出削減と再

生可能エネルギーの活用に取り組むことが重要となっています。 

  また、みどりの食料システム法に基づく環境負荷低減事業活動等の促進は、「ゼ

ロカーボン北海道」で重点的に進めることとしている「農業の脱炭素化に向けた

取組」であり、「ゼロカーボン北海道」の実現に寄与するものです。 

 

■ゼロカーボン北海道のめざす姿  
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４ 道の農林漁業における環境負荷を低減する取組の状況  

農業分野では、全国に先駆けて平成３年度（1991 年度）から、健全な土づくり 

を基本に化学肥料や化学農薬の使用を必要最小限にとどめるクリーン農業や、こ

れらを基本的に使用しない有機農業など、環境保全型農業の推進に取り組んでき

ました。 

  この結果、単位面積当たりの主要農薬と肥料の出荷量は、クリーン農業がスタ

ートした平成３年度（1991 年度）と比べ、農薬で 58kg から 30kg（令和２年度（2020

年度））に、主要肥料で 812kg から 469kg（平成 28 年度（2016 年度））にそれぞ

れ４割以上減少しています。また、有機農業については、令和３年度（2021 年度）

の道内の有機ＪＡＳ認証面積が 5,434ha と、全国の 14,136ha の約４割を占め、全

国一位となっています。 

  クリーン農業には化学肥料や化学農薬の製造時などに発生する二酸化炭素や肥 

料散布によって発生する一酸化二窒素の削減に加えて、稲わらをほ場にすき込ま

ず堆肥化することで、水田から発生するメタンを削減する効果があります。また、

堆肥や緑肥などの有機物の施用による土づくりは、土壌に炭素を貯留することに

より、二酸化炭素の吸収源としての効果も明らかとなっています。 

  このほか、温室効果ガスの排出削減と活用に向けた取組として、ＧＮＳＳ自動 

操舵トラクターやセンシング技術などスマート農業技術の導入は、作業を最適化 

し、燃料や資材の使用量を削減することにより温室効果ガスの発生を抑制する効 

果があります。この他にも、生産基盤の整備によるほ場の大区画化や排水改良は、 

二酸化炭素やメタンの排出削減が期待できます。 

  さらに、排出量の 56％を占めるメタンについては、家畜排せつ物のメタン発酵 

によるバイオガス発電や、メタンからメタノールとギ酸を生成する技術実証など 

その有効活用に向けた取組が進められています。 

  林業分野では、森林吸収源対策として、森林による二酸化炭素吸収量の維持、 

増加に向け、人工林の計画的な伐採と着実な植林やそのために必要な優良種苗の 

安定供給、手入れが行われていない森林の整備、適切な保安林の配備と保全など、 

活力ある森林づくりを推進しています。 

  漁業分野では、ブルーカーボンに資する藻場・干潟の保全や生態系の維持・回 

復など、漁業者等が行う水産業の多面的な機能の発揮させるための取組を支援し 

ています。 
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５ 農林漁業における環境負荷低減の推進に向けた対応方向  

国が「みどりの食料システム戦略」を策定し、環境負荷軽減に向けた具体的な 

取組を進める中、北海道でも「ゼロカーボン北海道」の実現に貢献する環境と調

和した農林漁業を一層推進していくことが重要となっています。 

  一方、環境負荷低減を図る取組は、農林漁業者にとって、従来の生産方式から 

転換するものであり、その推進に当たっては、労働負荷や生産コストの低減、病

害虫のまん延防止などを図る技術の導入による、生産力の向上と持続性の両立が

不可欠です。 

  このため、「第６期北海道農業・農村振興推進計画」をはじめ、「北海道森林 

づくり基本計画」、「第４期北海道水産業・漁村振興推進計画」などに基づき、

省エネルギー型の農林漁業機械・機器やスマート農林漁業技術の導入加速化、再

生可能エネルギーの導入促進などによる温室効果ガス排出量の削減に取り組むと

ともに、地方独立行政法人北海道立総合研究機構（以下「道総研」という。）や

民間企業などと連携した新たな技術の開発や普及を推進します。 

  また、農業分野においては、堆肥等の有機物の施用による土づくりを通じた化 

学肥料の低減や、クリーン農業技術の活用による化学農薬使用量の低減などに取 

り組むとともに、「北海道クリーン農業推進計画（第７期）」や「北海道有機農

業推進計画(第４期)」に基づき、クリーン農業や有機農業など環境保全型農業の

取組拡大を一層推進します。 

  本計画においては、上記の取組を基本に、「みどりの食料システム法」に基づ 

く農林漁業者の環境負荷低減事業活動等の内容を定め、農林漁業者による環境保 

全型農業や温室効果ガス排出量の削減、生物多様性の保全・再生に資する活動を

促進します。 

 

■北海道農業における環境保全型農業の概念図  
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第３章 環境負荷低減事業活動などの促進に関する事項  

 

１ 環境負荷の低減に関する目標  

  環境負荷低減事業活動の促進による環境負荷の低減に関する目標は、次のとお

りとします。 

指標名 基準値 目 標 

燃料燃焼による 

CO₂ 排出量 

 

(平成 25(2013)年度) 

153 万ｔ-CO₂ （農業） 

 

(令和 12(2030)年度） 

136 万ｔ-CO₂ （農業） 

（▲10.6%） 

 

化学農薬使用量 

 

(令和元(2019)農薬年度) 

29.8kg/ha 

 

(令和 12(2030)農薬年度) 

26.8kg/ha 

（▲10%） 

 

化学肥料使用量 

 

(平成 28(2016)肥料年度) 

468.5kg/ha 

 

(令和 12(2030)肥料年度) 

374.8kg/ha 

（▲20%） 

YES!clean 農産物 

作付面積 

(平成 30(2018)年度) 

17,734ha 

(令和６(2024)年度) 

20,000ha 

有機農業取組面積
 

 

(令和２(2020)年度) 

 4,817ha 

(令和 12(2030)年度) 

11,000ha 

ＧＮＳＳガイダンスシス

テムの累計導入台数 

(平成 30(2018)年度) 

11,530 台 

(令和７(2025)年度) 

26,000 台 

   注１：農薬年度：前年 10 月～当年９月、肥料年度：当年７月～翌年６月 

   注２：化学農薬使用量及び化学肥料使用量の基準値は、「北海道農業・農村の動向」（令

和３年度（2021 年度））、YES!clean 作付面積は「北海道クリーン農業推進計画(第

７期)」(令和２年３月)、有機農業取組面積は、「北海道有機農業推進計画(第４

期)」 (令和４年３月)、ＧＮＳＳガイダンスシステムの累計導入台数は、「北海

道スマート農業推進方針」(令和３年 10 月)による。 

 

 

２ 環境負荷低減事業活動の内容に関する事項  

  北海道において環境負荷低減事業活動として求められる事業活動は、次のとお

りとします。 

 

（１）土づくりと化学肥料・化学農薬の削減を一体的に行う事業活動 

 ① 有機農業（有機農業の推進に関する法律（平成 18 年法律第 112 号）第２ 

  条に規定する有機農業をいう。）の取組 
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 ② 特別栽培農産物に係る表示ガイドライン（平成４年 10 月１日４食流通第 388 

  9 号）に基づく生産方式の導入 

 ③ 「持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針」（平成 12 年３月 24 日流

通第 689 号）に基づく生産方式の導入 

 ④ 北のクリーン農産物表示制度生産集団登録基準（平成 15 年９月 25 日北海道

クリーン農業推進協議会）に基づく生産方式の導入 

 ⑤ 「クリーン農業技術体系」（北海道クリーン農業推進協議会）等に基づく生 

  産方式の導入 

 

（２）温室効果ガスの排出量の削減に資する事業活動 

 ① 農林業機械・漁船の省エネルギー化・電動化・バイオ燃料への切替 

 ② 施設園芸におけるヒートポンプ等高効率な熱利用設備や木質バイオマス加温 

  機等バイオマスを活用した熱利用設備の導入など燃油使用量を低減する設備・ 

  技術の導入 

 ③ 水田作における稲わらのほ場からの搬出及び堆肥化等の取組 

 ④ 強制発酵等の温室効果ガスの発生量が少ない家畜排せつ物の管理方法への転 

  換 

 ⑤ 脂肪酸カルシウムの給与等による家畜の消化管内発酵により発生するメタン 

  を削減する技術の導入 

 ⑥ 農林漁業の事業活動における再生可能エネルギーの活用 

 

（３）その他 

 ① 土壌への炭素の貯留に資する土壌改良資材を、農地又は採草放牧地に施用し 

  て行う生産方式の導入 

 ② 生分解性プラスチックを用いた資材の使用など、化石資源由来のプラスチッ 

  ク使用量の削減に資する生産方式の導入 

 ③ 土壌を使用しない栽培技術において、化学肥料・化学農薬の施用及び使用を 

  減少させる技術を用いて行われる生産方式の導入 

 ④ 家畜のふん尿に含まれる窒素等の環境への負荷の原因となる物質の量を減少 

  させる技術を用いて行われる生産方式の導入 

 ⑤ 餌料の投与等により流出する窒素等の環境への負荷の原因となる物質の量を 

  減少させる技術を用いて行われる生産方式の導入 

 ⑥ その他、国が定める「環境負荷低減事業活動の促進及びその基盤の確立に関 

  する基本的な方針」第二の要件に適合し、知事が必要と認める活動 
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３ 特定区域及び特定環境負荷低減事業活動の内容に関する事項  

  地域の関係者が一体となって、地域の未利用資源や先端技術などを活用しなが 

ら、農業生産に起因する環境負荷の低減を図るために設定する特定区域の区域と 

特定環境負荷低減事業活動の内容は別紙のとおりです。 

  今後とも、現場の実態を踏まえつつ、市町村と連携してモデル的な取組の創出 

に向けた特定区域の設定を推進します。 

 

４ 環境負荷低減事業活動の実施に当たって活用されることが期待さ 

れる基盤確立事業の内容に関する事項  

  「基盤確立事業」とは、農林漁業者が容易に環境負荷低減に取り組めるよう、 

先端的な技術の研究開発や新品種の育成などを行う事業です。 

  北海道では、次の基盤確立事業について、道総研や民間企業などと連携し、新 

たな技術の開発や普及を推進します。 

 

 ① センシング技術等を活用した土壌診断や栄養診断の高度化、施肥管理法改善 

  等による化学肥料削減技術の開発 

 ② 総合防除や難防除病害虫の防除対策技術の開発、気候変動などによる新規・ 

  特異発生病害虫等に対応する技術の再構築 

 ③ 病害虫診断技術の高度化・迅速化や高度な病害虫発生予察、農薬を使わない 

  病害虫防除法など化学農薬の削減技術の開発 

 ④ 病害虫に強い品種開発や、有機質資源の有効活用など生産環境保全技術等の 

  開発 

 ⑤ クリーン農業や有機農業の拡大を推進する省力化などＩＣＴ・ＡＩ等の先端 

  技術を活用した技術の開発 

 ⑥ 収量・品質を維持する安定した有機農業やクリーン農業の栽培技術の開発  

 ⑦ 有機農業の経営安定のための複数作物を輪作する体系のモデル確立に向けた 

  研究 

 ⑧ 有機農業の生物多様性や地球温暖化防止等の環境保全効果の研究 

 ⑨ 北海道の特徴や優位性を活かした脱炭素化や環境と調和した持続的農業を展 

  開するための調査研究や技術開発 
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５ 環境負荷低減事業活動により生産された農林水産物及び加工品の 

流通及び消費の促進に関する事項  
  道では、環境負荷低減事業活動により生産された農林水産物及び加工品の流通 

及び消費を促進するため、地産地消の観点から「愛食運動」を総合的に展開して

います。地産地消は、地域の活性化や健康で豊かな食生活を実現する上で大きな

意義があるとともに、安定的な販路の確保、流通コストの削減、さらには環境負

荷の低減にも資する重要な取組です。 
  クリーン農業や有機農業は、化学肥料や化学農薬の節減、あるいは使用しない 

など、環境への影響を低減する農業生産の方法であることから、その農産物等の

流通及び消費の促進について、次の取組を推進します。 

 

（１）クリーン農業 

   ＳＤＧｓやカーボンニュートラルなど持続可能な社会づくりが求められる

中、クリーン農業や環境保全等を確保するＧＡＰの実践による温室効果ガスの 

発生抑制や生物多様性保全の効果などを、広く消費者や流通・販売事業者に発

信して理解を促進します。 

   また、消費者等に向けた出前講座の開催や農業者との交流、農業体験の機会 

  等を通じて、YES!clean 農産物のＰＲに努め、地域における地産地消を推進し 

  ます。 

 

（２）有機農業と有機農産物 

   有機農業者との連携などにより、有機農業が環境に対する負荷を低減させ、 

  ＳＤＧｓやカーボンニュートラルに資する農業生産方式であることについての 

  消費者の理解を醸成する取組を推進します。 

   また、有機農産物の販路拡大に向けて、量販店や宅配・インターネットなど 

  様々な販売チャンネルにアプローチしつつ、情報提供やマッチング、流通コス 

  ト低減に向けた取組などを推進します。   
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６ 環境負荷低減事業活動の促進に関する事項  

 

（１）道の推進体制 

   この計画の推進に当たっては、庁内関係部局と横断的な連携を図りながら、 

  効率的で実効性のある施策を推進します。 

 

（２）道と市町村、農林漁業者等との連携・協働 

   この計画の推進に当たっては、農林漁業者の主体的な取組を基本に、道や市 

    町村をはじめ農林漁業団体や試験研究機関などの基盤確立事業者などが、それ 

    ぞれの役割に応じながら、創意と工夫による連携・協働の取組を推進します。 

 

（３）進行管理 

   社会経済情勢の変化などにより、この計画の推進に大きな影響がある場合に 

  は、計画の見直しなど必要な措置を行うこととします。 

 

 

 

 

 

 

制定 令和４年１２月２３日 農政第１０５８号 

改正 令和５年１２月１８日 食政第１０５８号 

特定区域の設定（湧別町）及び当該事項を定める理由に関する改正 

改正 令和６年１２月２３日 食政第１３３２号 

特定区域の設定に関する改正（岩見沢市、安平町） 

改正 令和７年１２月２３日 食政第１１３０号 

特定区域の設定に関する改正（新十津川町、赤井川村、旭川市） 
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(別紙) 

特定区域１ 

区域 

 

 湧別町福島地区 

 

特定環境負荷低減事業

活動の概要 

 

 バイオガスプラントの余剰熱を施設園芸に活用した

温室効果ガスの排出量の削減 

 

活動の類型 

 

 廃熱の回収利用その他の特定区域に存在する地域資

源の活用により、温室効果ガスの排出の量の削減に資す

る農林漁業の生産活動 

 

区域の現状 

 

 基幹産業である酪農の規模拡大により、乳牛のふん尿

処理のための農家負担が課題となったため、令和２年に

「バイオマス産業都市構想」を策定。 

 乳牛のふん尿等を原料としたバイオガスプラントで

発電を行い、副産物である消化液を肥料として利用する

とともに、固形分を再生敷料として利用することとして

います。 

 

活動の具体的内容及び

目標 

 

 上記バイオガスプラントに園芸施設を併設し、プラン

トから発生する余剰熱を活用して園芸作物を栽培する

ことで、温室効果ガスの排出削減と高収益作物生産を両

立したモデルの構築を目指します。 
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特定区域２ 

区域 岩見沢市全域 

特定環境負荷低減事業

活動の概要 

高精度測位補正情報を活用したスマート農業による省

力化・省資源化 

活動の類型 
環境負荷の低減に資する先端的な技術を活用して行う

生産活動 

区域の現状 

本市は、北海道の道央圏に位置し、耕地面積 19,700ha

の広大で肥沃な土地と石狩川水系の豊富な水を活かした

土地利用型農業を主体に、水稲や小麦、大豆、玉葱、白菜

などにおいて道内有数の産地を形成しているほか、野菜や

花き、果樹、醸造用ぶどうの生産など地域特性を活かした

多様な農業が展開されています。 

また、農業従事者の高齢化や農家戸数の減少に伴う労働

力不足などの課題に対応するため、ICT 活用による農作業

等の省力化・省資源化を目指す農業者による研究団体が組

成されるなど、農業者をはじめ JA 及び関係機関が地域一

丸となってスマート農業の推進や普及を図る体制が整っ

ています。 

活動の具体的内容及び

目標 

本市では農業の効率化及び生産性向上を図るため、トラ

クターの自動操舵や自動運転に必要な高精度位置測位情

報を全国に先駆けて構築した市内 4 か所の RTK-GNSS 基地

局から、「業務用無線方式（免許局）」と「Ntrip 方式」の

2 種類の配信方法による冗長化と可用性を備えた運用を

行っており、トラクターの自動操舵はもとより、直進精度

の向上やトラクター等の機械作業の掛け合わせ幅の削減、

旋回の効率化など、運転技術が未熟な農業者でも効率的で

正確な作業が可能となることから、市内で既に 300 を超え

る自動操舵対応の農機等を農業者が導入している状況で

す。 

これらのスマート農業技術を活用し、マップベースの可

変施肥による燃料及び化学肥料使用量の削減や省力化を

図る取組などを進めるほか、5G を活用したスマート農機

の遠隔監視制御や農作業請負サービス、農機のシェアリン

グなど、岩見沢市全域において、産学官連携のもと ICT・

AI 等の先端技術を活用した次世代型農業の実現に向けた

スマート農業の取組を推進していくことで、持続可能かつ

『未来につなぐ“強い いわみざわ農業の実現”』を目指し

ます。 
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特定区域３ 

区域 安平町全域 

特定環境負荷低減事業

活動の概要 

担い手の確保や流通・販売の共通化による有機農業の

産地形成 

活動の類型 有機農業による生産活動 

 

区域の現状 

 

令和４年度から有機農業産地づくり推進事業に取り

組み、安平町有機農業実施計画（令和５～９年度）を策

定し、令和５年４月３日にオーガニックビレッジ宣言を

行いました。 

区域内の有機農業は水稲や畑作が中心であり、令和５

年産実績で有機ＪＡＳ認証取得農家数及び生産面積は 8

戸、77.8ha となっています。（有機的管理～転換中含む） 

活動の具体的内容及び

目標 

 

安平町では、安平町有機農業推進協議会との連携によ

って、就農研修制度（有機）を実施し、新規就農者を確

保するとともに慣行農業者が有機農業への関心を高め

るような講演会等を開催し、有機農業の面積拡大を図り

ます。 

また、安平町有機農業推進協議会と学校給食センター

との意見交換により有機農産物に置き換え可能なもの

を探り、地場産有機農産物の取り扱い拡大を図るととも

に同協議会の行う加工品に関する検討・試作の取り組み

を支援し、消費者のニーズに合う加工品の開発を進めて

いくことで需要の確保に努めます。 

加えて、北海道有機農業協同組合を通じて、流通・販

売先の共通化を図り、実需向けロットを増やしていきま

す。 

以上の取組を継続していくことで有機農業の産地形

成を目指します。 
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特定区域４ 

区域 新十津川町全域 

特定環境負荷低減事業

活動の概要 

有機農業の普及推進と新たな販路の開拓による収益の

向上及び有機農業実施体制の確立 

活動の類型 有機農業による生産活動 

区域の現状 

新十津川町は、北海道の中央に位置し、耕地面積は約

5,400ha、そのうち約 3,500ha で水稲を作付けしている北

海道でも有数の米の産地です。 

農家戸数が減少していく中で、大規模化する経営体が増

えていますが、大規模化が難しい経営体は、高収益作物の

栽培や、クリーン農業や有機農業といった環境保全型農業

を行うことで高付加価値化に取り組むことが予想されま

す。 

現在、有機農業を行っている農家は５戸で、水稲、大豆、

玉葱等の作付けを行っており、総耕作面積は約 25ha です

が、令和７年度は前年度と比較して約 10ha 増えているこ

とから、今後も増加することが見込まれます。 

このような現状を受け、有機農業を含む環境保全型農業

を推進していくため、令和７年２月に新十津川町有機農業

推進協議会を設立し、令和８年４月にオーガニックビレッ

ジ宣言を行うことを目指しています。 

活動の具体的内容及び

目標 

新十津川町では、新十津川町有機農業推進協議会が中心

となり、オーガニックビレッジ宣言に向けた有機農業の普

及推進活動として、先進地視察、有機農産物ＰＲ、食育活

動等を行います。 

具体的には、有機米のパックごはんを製造してイベント

等での配布、学校給食への有機米の提供、町民向けの講演

会の開催等を通して、町内での有機農業への理解醸成に努

めます。 

また、有機農業に参入しやすい環境の構築を目指し、農

業者向けの有機ＪＡＳ認証の説明会や勉強会の開催、栽培

技術の実証やマニュアル化、スマート農業機械活用の検

証、流通・販売先の確保に向けた検討等、関係機関と連携

して取組みを進めます。 

このような取組を通じて、有機農業による水稲作付面積

が少ない北海道において、本町が有機栽培米の先進地にな

ることで、産地の価値を向上させ、持続可能な農業の実現

を目指します。 
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特定区域５ 

区域 赤井川村全域 

特定環境負荷低減事業

活動の概要 

担い手の確保や流通・販売の共通化による有機農業の産

地形成 

活動の類型 有機農業による生産活動 

区域の現状 

 

令和７年度から有機農業拠点創出・拡大加速化事業に取

り組み、赤井川村有機農業実施計画（令和７～11年度）を

策定し、今後、オーガニックビレッジ宣言を行う予定とし

ています。 

区域内の有機農業はアスパラガスや馬鈴薯等の作付け

が中心であり、令和６年産実績で有機農業取組農家数及び

生産面積は 17 戸、32ha となっています。 

本村では、農業者が意欲的に有機農業に取り組んでお

り、生産される有機農産物は、高品質であることが特徴で

あり、都心部の大手百貨店やレストランで取引されていま

す。需要は増加傾向にありますが、現在は個々の農業者に

よる取り組みのため、栽培する品種や資材が統一されてお

らず、品質や収量が年ごとに安定しないことが課題となっ

ています。 

そのため、一定の出荷量が確保できず、新たな販路の開

拓や所得向上が進みにくい状況です。 

活動の具体的内容及び

目標 

 

これらの課題を解決するために、赤井川村が主体となっ

て栽培マニュアルを作成し、栽培する品種や資材を統一す

ることで品質の安定に取り組みます。また、同一品種の苗

を生産する育苗施設を整備し、有機農業者に提供すること

により、計画的な出荷体制・出荷量の確保を行い、販路拡

大と所得向上を目指します。 

併せて、有機農業の PR や新規就農者の受け入れ、既存

農家の有機転換を推進し、地域全体で有機農業を活性化さ

せることで、認知度と需要を高め、栽培面積の拡大を目指

します。 
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特定区域６ 

区域 旭川市全域 

特定環境負荷低減事業

活動の概要 
生産地と消費地の連携による有機農業の推進 

活動の類型 有機農業による生産活動 

区域の現状 

旭川市は、北海道のほぼ中央の上川盆地に位置し、大

雪山系からの豊かな水と肥沃な土地、日中の寒暖差の大

きな気候など恵まれた条件にあり、北海道内で作付面積、

収穫量ともに１位（令和６年産）である水稲を中心に、

畑作、野菜、花き、果樹といった多様な作物が栽培され

ています。 

また、生産者の環境負荷低減の取組を推進するととも

に消費者の様々なニーズに対応できるよう、有機農業、

特別栽培、北海道のクリーン農業認証の表示制度である

YES!clean の推進など、地域全体でクリーン農業に取り

組んでいます。 

大阪府泉大津市と令和５年８月 24 日に農業連携協定

を締結し、農業を通じた連携による相互の地域の持続的

な発展に向けた取組を実施しており、令和６年７月 11

日には、生産及び消費の両面から環境に配慮した農業の

推進を図るため、全国初の生産地と消費地の遠隔地連携

によるオーガニックビレッジ宣言を行いました。 

活動の具体的内容及び

目標 

旭川市と泉大津市の農業連携協定に基づき、泉大津市

学校給食への旭川産有機米の提供を継続することによ

り、安定的な有機農産物の販路を確保します。 

また、有機農業への理解促進と機運醸成を図るため、

旭川市と泉大津市の両市において有機農業に関するＰＲ

活動を行うほか、大都市圏などの他のエリアにおいても

ＰＲ活動を行い、販路拡大を目指します。 

加えて、農業機械や設備、機器等の導入を支援し、有

機農業の取組者及び取組面積の増加を目指します。 

以上の取組を実施することで、有機農業の拡大を目指

すとともに、生産者・消費者・環境それぞれにとって「三

方よし」となるよう持続可能な取組を創出し、生産地と

消費地が直接「顔の見える関係性」でつながり、双方に

とっての地域課題の解決が図られるような共存共栄の関

係性を構築し、ひいては全国の「農業連携」のモデルケ

ースとなることを目指します。 


